
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第９１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１４日 ０２時５５分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市壱岐島北西方沖 

壱岐市所在の手長島灯台から真方位３２０°５.４海里付近 

（概位 北緯３３°５４.１′ 東経１２９°３５.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  貨物船 C C L
シーシーエル

 NINGBO
ニ ン ボ ー

（キプロス共和国籍）、７,４６４トン 

９ ４ ９ ８ ６ ８ ８ （ Ｉ Ｍ Ｏ 番 号 ）、 MS ”RED IBERIA” 

Schiffahrtsgessellschaft mbH & Co. KG 

Ｂ 漁船 正栄
しょうえい

丸、３.７トン 

ＮＳ３－７３１２１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士Ａ（ウクライナ籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  右舷中央外板に擦過傷 

Ｂ  船首部を圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか９人が乗り組み、平成２５年

６月１４日００時ごろ、中華人民共和国上海港に向けて壱岐島北西方

沖の国際海峡内を法定灯火を表示し、約１３ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で南西進していた。 

 二等航海士Ａは、単独で船橋当直に当たり、視程が約７５０ｍ以下

の視界制限状態の中、ＡＲＰＡ機能付きレーダー２台を作動させ、双

眼鏡を使って見張りを行いながら航行を続け、対馬海峡東水道を通過

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０２時３０分ごろ僚船と行って

いた甲いか釣りの漁場を離れ、法定灯火を表示し、レーダーを装備し

ていなかったので、視程が５００ｍから１,０００ｍの範囲で変化す

る中、目視で見張りを行いながら、ＧＰＳプロッターを利用し、約

６.５knの速力で南進した。 

 船長Ｂは、左方から汽笛の音が聞こえたような気がして機関を中立

とし、操舵室の天窓から頭を出して周囲を見渡したところ、視程が約

５０ｍまで狭まっていたが、他船を確認できなかったので、機関を前

進として南進を再開したとき、０２時５５分ごろ、壱岐島北西方沖に



 

おいて、Ｂ船の船首とＡ船の右舷中央部外板が衝突した。 

 船長Ｂは、壱岐市勝本漁港に帰り、漁師仲間に衝突について、話し

たところ、海上保安庁に連絡するように言われたので、通報した。 

 船長Ａ及び二等航海士Ａは、衝突に気付かずに航行を続けて上海に

入港し、日本の総代理店経由で海上保安庁から衝突の有無について、

問合せがあり、後日、阪神港神戸区に入港した際、海上保安庁による

船体検査で擦過痕が確認された。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 北、風力  ２、視程  約５０ｍ 

海象：海上  平穏 

 その他の事項 

 

  Ａ船は、中華人民共和国及び日本の港を結ぶ定期コンテナ船であっ

た。 

二等航海士Ａは、主及び副レーダーをノースアップで使用してい

た。 

二等航海士Ａは、電気フォーンで自動の霧中信号を吹鳴していた。 

船長Ｂは、強度の難聴であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ船は、霧で視界制限状態となった壱岐島北西方沖を南西進中、二

等航海士Ａが、レーダー２台を使用していたものの、Ｂ船に気付かな

かったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船が、レーダーの調整を適切に行っていれば、Ｂ船を事前に探知

することができた可能性があると考えられるが、レーダーの調整状況

を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった壱岐島北西方沖を南進中、船長

Ｂが、霧中信号を聞いた後、機関を中立として周囲を見渡したもの

の、他船を確認できず、航行を再開したことから、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった壱岐島北西方沖におい

て、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南進中、二等航海士Ａが、レーダー２台

を使用していたものの、Ｂ船に気付かず、また、船長Ｂが、霧中信号

を聞いた後、機関を中立として周囲を見渡したものの、他船を確認で

きず、航行を再開したため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・レーダーの各調整を適切に行うこと。 

・視界制限状態となった場合、その状況に適した安全な速力とする

こと。 



 

・当直者は、難聴の場合、補聴器などを使用すること。 

 

 


